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１　はじめに

　2019 年６月末現在における中長期在留者数（１）は 251 万 1,567 人、特別永住

者数は 31 万 7,849 人で、これらを合わせた在留外国人数は 282 万 9,416 人と

なり、前年末に比べ、９万 8,323 人（3.6％）増加し、過去最高となった（法

務省 2019a）。在留資格別では、「永住者」が 78 万 3,513 人と最も多く、次いで、

「技能実習」が 36 万 7,709 人、「留学」が 33 万 6,847 人、「特別永住者」が 31
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（１） 　「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という）上の在
留資格をもって日本に在留する外国人のうち、次の（1）から（4）までのいずれにも
当てはまらない人である。なお ,次の（5）及び（6）に該当する人も中長期在留者には
当たらない（法務省 2019a）。　

　（1）　「３月」以下の在留期間が決定された人
　（2）　「短期滞在」の在留資格が決定された人
　（3）　「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人　
　（4） 　（1）から（3）までに準じるものとして法務省令で定める人（「特定活動」の在留資

格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の
職員又はその家族の方）

　（5）　特別永住者
　（6）　在留資格を有しない人
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万 7,849 人と続いている（法務省 2019a）。

　このような「在留外国人数の増加」という社会の変化のなかで、総務省は、

「多文化共生の推進に関する研究会報告書」において、活動内容に制限がない

在留資格者（２）は「実質的な移民」とも呼べるとし、「多文化共生の地域づくり」

の必要性について強調している（総務省 2006：３）。ここでいう「多文化共生」

とは、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対

等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」

である。そして、この多文化共生を推進していくためには、日本人住民も外

国人住民も共に地域社会を支える主体であるという認識をもつことが大切で

あるという（総務省 2006：５）。

　法教育研究会は、法教育の必要性について次のように述べている。「法教育

の重要性がますます高まってきているが、その背景には、我が国の社会の変

化がある。1990 年以降、我が国は、自由で公正な社会をよりよく実現するた

めに一連の改革に取り組んできた。その重要なねらいの一つは、行政改革や

規制緩和などに示されるように、行政による過剰な事前規制を見直し、社会

の内にある多様な活力を積極的に引き出していこうという点にある。…省略

…また、今後、国際化がますます進展していくにつれて、様々な文化的背景

や価値観を持った人々の間での交渉が日常化していくことによって、今まで

以上に透明なルールによる紛争解決が求められることになる（下線筆者）」（法

教育研究会 2004：２）。

　総務省（2006）及び法教育研究会（2004）のいずれも、「国際化」「多様」「多

（２） 　在留資格には 27 の分類があるが（入管法第２条の２）、これらは「活動内容に制限
がある在留資格者」と「活動内容に制限がない在留資格者」に分類される。前者は、
留学生、研修生、企業内転勤者、専門技術者などが含まれ、必ずしも日本での長期滞
在や永住を予定していない場合が多い。一方、後者は、長期滞在の場合が多い。特別
永住者を除いても、1990 年の入管法改定により入国が容易になった日系南米人や、中
国帰国者、インドシナ難民、日本人の配偶者である外国人などが近年急速に増加する
とともに、永住資格の取得などにより定住傾向にあるという（総務省 2006：６－７）。
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文化」「共生」などについて言及し、日本社会の変化、すなわち文化的背景が

異なる人々の増加に対する対応について明記している。

　そもそも、法とは何か。土井（2009：４）は、学問的に法を定義すること

は難題であるが、我々の社会が取り組むべき法教育を考えるという観点から

すると「多様な人々が社会をつくり、共に生き、互いに協働していくために

尊重しなければならない最低限のルールあるいは道理」であると述べている。

　これらを総合すると、次のようにまとめることができる。多文化共生は、

日本人住民も外国人住民も共に地域社会の主体であるという認識をもつこと

から始まる。それに伴い、今まで以上に透明なルールによる紛争解決が求め

られることになるが、その紛争解決方法の一つとして、多様（性）の観点か

らアプローチする法教育が考えられる。

　本稿では、以上の内容を踏まえて、これまでの法教育ではほとんど論じら

れることのなかった「在留外国人」（３）、そのなかでも教育の効果が最大に期

待できる「子ども」に焦点を絞って、多様（性）の観点から法教育を検討する。

なお、外国籍の子どもだけではなく、日本国籍ではあるもののそのルーツの

一部を日本以外の国や文化に持つ子ども、すなわち、海外で生まれ育った日

本国籍の子ども（海外長期滞在経験の子ども）、国際結婚や帰化などの子ども

も対象とするため、本稿では「外国にルーツを持つ子ども」と表現する。

　以下では、外国にルーツを持つ子どもの教育現状を概観し、その問題点を

指摘する（第２章）。次に、本稿で提案する「外国にルーツを持つ子どもを対

象とする法教育」について「多様（性）」の観点から検討を行う（第３章）。

最後に、これらの議論から見えてくる課題をまとめる（第４章）。

（３） 　筆者は、別稿において、グローバル化による「ヒト」の移動に着目し、これまでの
外国人政策において、ほぼ論じられることのなかった「外国人を対象とする法教育」
の必要性と、その関連法整備の必要性について提案した。詳細については、金・佐藤
（2020）を参照。
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２　外国にルーツを持つ子どもの教育現状

（1）学校教育現場では外国にルーツを持つ子どもが増えている。

　日本社会に住む外国人数は 2012 年以降から増加傾向にあり、上述したよう

に、2019 年６月末現在の在留外国人数は、約 283 万人で過去最高となった（４）。

そのうち、６歳から 17 歳までの在留外国人数は、約 17 万人であった（法務

省 2019b）。しかし文部科学省の学校基本調査によると、2019 年５月１日現在

の国公私立学校（小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校

及び特別支援学校）に在籍する外国人生徒数は約 11 万人（５）であった（文部

科学省 2019a）。

　なお、日本国籍ではあるがそのルーツの一部を日本以外の国や文化に持つ

子どもも学校で学んでいる。2019 年の文部科学省の「外国人児童生徒受入れ

の手引き（改訂版）」によると、2016 年の公立学校（小学校、中学校、高等

学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校）に在籍する日本語指

導が必要な日本国籍の生徒数は 9,612 人（６）となり、前回調査より 1,715 人増

加し、調査の開始以来最も多い数となった（文部科学省 2019b：5－ 6）。

　また、2014 年の古い取りまとめではあるが、それによると、「過去 10 年来、

帰化者の累計は 15 万人程度に達し、そこに学齢期の子どもも含まれている。

また、国際結婚が日本で行われる婚姻の５％前後となっている以上、親の一

人が外国出身者であるなど、複数のルーツ（文化的背景）を持つ子どもで、

義務教育年齢の者は、20 万人（７）を超えていると推定される（厚生労働省『人

（４） 　これは、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平
成 30（2018）年法律第 102 号）の在留資格「特定技能１号」「特定技能２号」の創設に
より、さらに加速されるであろう。

（５） 　国公私立学校に在籍している外国籍の子どもの数。
（６） 　公立学校に在籍している日本語指導が必要な日本国籍の子どもの数。
（７） 　外国にルーツを持つ子どもで、義務教育年齢の子どもの数。
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口動態調査』）。なお、非法律婚の国際結婚家庭も少なくなく、その子どもが

日本国籍となっているケースもある」という（多文化共生分科会 2014：12 －

13）。

　以上のことから、学校教育現場では外国にルーツを持つ子どもたちが増え

ていることがうかがえる。

（2）外国籍の子どもの就学率が低い。

　すべての日本国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負

う（日本国憲法第 26 条第２項及び教育基本法第５条第１項）。すなわち、学

校教育法第 16 条では９年の普通教育を受けさせる義務について、学校教育法

第 17 条では就学させる義務について定めている。そして、1984 年の国籍法

の改正により、重国籍者であっても、日本の国籍を有する子女で学齢にある

者については、その保護者は、義務教育を受けさせる義務を負うことになっ

た。

　これに対して、外国籍の子どもは、就学義務がない。そのため、「教育委員

会も学校も就学を促す強い働きかけをしない傾向があり、就学を申し出ない

者のフォローアップ（追跡調査）もほとんど行われていない」という指摘が

あった（多文化共生分科会 2014：12）。このような指摘等を受けて、文部科

学省（2019c）（８）は、外国籍の子どもの就学状況について初めての全国調査を

行い、日本に住む義務教育学齢相当の外国人の子どもの 12 万 4,049 人（小学

生相当８万 7,164 人、中学生相当３万 6,885 人）のうち、15.8％に当たる１万

9,654 人が、国公私立学校や外国人学校などに在籍していない不就学の可能性

（８） 　NHKは、外国籍の子どもの不就学問題に注目し、文部科学省（2019c）に先立って、
全国調査を行った。すなわち、専門家と一緒に国のデータ（在留外国人統計・学校基
本調査）を分析し、2018 年時点で義務教育の年齢に相当する６歳から 14 歳までの外国
人の子ども 12 万人余りのうち、およそ 8,400 人が「不就学」の恐れがあると発表した
（『NHK NEWS WEB』2019 年４月２日）。
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があると発表した（９）。この結果から、外国籍の子どもの不就学という問題の

深刻さがうかがえる。

　なお、文部科学省（2019 年６月 27 日　外国人児童生徒等の教育の充実に

関する有識者会議）は、日本国憲法第 26 条、教育基本法第５条、経済的・社

会的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約）第 13 条及び児童の権利に関

する条約第 28 条を総合すると、「外国人がその保護する子を公立の義務教育

諸学校に就学させることを希望する場合には、無償で受け入れており、教科

書の無償給与や就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障」

するというのが現在の解釈であるとした（文部科学省 2019d：21）。

日本国憲法第 26条　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひ
としく教育を受ける権利を有する。
２　すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ
る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
教育基本法第 5条　国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教
育を受けさせる義務を負う。
２～４項　省略
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約）　第 13条
一　この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。
二　この規約の締約国は、一の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
　（a）初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
　（b）種々の形態の中等教育（技術的及び職業的中等教育を含む。）は、すべての適当な
方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、す
べての者に対して機会が与えられるものとすること。

（９） 　「実際に不就学だったのは 1000 人で、教委が家庭訪問などをしたが就学が確認でき
なかったのが 8768 人いた。さらに 9886 人については住民基本台帳には登録されてい
たが、そもそも確認の対象にしていないため、実態がつかめていない。文科省はこれ
らを合計した１万 9654 人について不就学の可能性があると判断した」という（『日本
経済新聞』2019 年９月 27 日）。
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児童の権利に関する条約第 28条
一　締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機
会の平等を基礎として達成するため、特に、
　（a）初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
　（b）種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべて
の児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与え
られるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のよう
な適当な措置をとる。

３　「多様（性）」の観点から考える法教育

（1）法教育とは

　法教育とは何か。法教育研究会は、以下のように定義する。法教育とは、「広

く解釈すれば、法や司法に関する教育全般を指す言葉である。しかし、より

具体的には、アメリカの法教育法（Law-Related Education Act of 1978,P.L.95-

561）にいう Law-Related Educationに由来する用語であって法律専門家ではな

い一般の人々が法や司法制度これらの基礎になっている価値を理解し、法的

なものの考え方を身に付けるための教育を特に意味するものである」という

（法教育研究会 2004：２）。日本弁護士連合会は、「子どもたちに、個人を尊

重する自由で公正な民主主義社会の担い手として、法や司法制度の基礎にあ

る考え方を理解してもらい、法的なものの見方や考え方を身につけてもらう

ための教育」を法教育であるとする。日本司法書士会連合会は、法教育を「一

般市民の誰もが身につけておくべき基礎的な法的リテラシーを養成する教

育」（10）であるという。

　以上の定義内容を総合すると、日本の法教育は、アメリカの法教育法の

Law-Related Education（11）に由来するものである。そして、その対象はいわゆ

（10） 　ここでいう「法的リテラシー」とは、「法の概念、法形成過程、司法制度などに関す
る基礎的知識や技能などの資質を身につけて、これを主体的に活用していく能力のこ
と」であるという。
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る「非法律専門家」であるといえるが、実際には「小・中・高生」がその主

な対象となっている。また、この法教育は、法律教育でも、法学教育でもな

いことが重要である（星野 2009：151）（12）。

　法教育が目指すのは、何か。それは、「自由で公正な社会を支える『法』的

な考え方を育てること」であり、ここでいう「自由で公正な社会」とは、「様々

な考え方を持ち、多様な生き方を求める人々が、お互いの存在を承認し、多

様な考え方や生き方を尊重しながら共に協力して生きていくことのできる社

会」のことである（法教育研究会 2004：12）。そのためには、「個人の尊厳や

法の支配などの憲法及び法の基本原理を十分に理解させ、自律的かつ責任あ

る主体として、自由で公正な社会の運営に参加するために必要な資質や能力

を養い、また、法が日常生活において身近なものであることを理解させ、日

常生活においても十分な法意識を持って行動し、法を主体的に利用できる力

を養うこと」が必要であると述べている（法教育研究会 2004：13）。すなわち、

憲法のみならず、民法を含む様々な分野からのアプローチが求められるとい

えよう。

（2）外国にルーツを持つ子どもを対象とする法教育

　学校教育現場では、外国にルーツを持つ子どもたちが増え続けている。こ

のような状況のなかで、法教育をどのように進めていくべきか。以下では、「誰

（11） 　Washington State Administrative Office of the Courts:Law-related education (LRE) is defined 

in the Law-Related Education Act of 1978 as “education to equip non-lawyers with knowledge 

and skills pertaining to the law, the legal process, and the legal system, and fundamental 

principles and values on which these are based.”
（12） 　つまり、法教育は、「法曹養成のための法学教育などとは異なり、法律専門家ではな

い一般の人々が対象であること、法律の条文や制度を覚える知識型の教育ではなく、
法やルールの背景にある価値観や司法制度の機能、意義を考える思考型の教育である
こと、社会に参加することの重要性を意識付ける社会参加型の教育であることに大き
な特色がある」（法教育研究会 2004：２）。
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に対して行うのか」「何を教えるのか」「いつ・どこで行うのか」「どのように

行うのか」の４点を取り上げて、「多様（性）」の観点から法教育を考える。

　第一に、誰に対して法教育を行うのか。上述の法教育の定義からすると、

その主語が「法律専門家ではない一般の人々」「子どもたち」「一般市民」で

あることから、いわゆる「非法律専門家」がその対象であるといえるが、実

際には「小・中・高生」が中心となっているのが現状である。ところが、こ

の小・中・高生のなかに外国にルーツを持つ子どもたちの比率が増え続けて

いるにもかかわらず、これまでの法教育は、彼らを周辺的な存在（13）としての

み扱ってきたといえよう。したがって、これからの法教育を進めるにあたっ

ては、「日本人の生徒」だけではなく「外国にルーツを持つ生徒」もその主体

であることを認識していくことが求められる。

　第二に、法教育を通して何を教えるのか。

　一つ目は、民主主義の理解から始める法教育である。日本の法教育に多大

な影響を与えているアメリカの法教育は、民主主義において、社会に参加す

る市民の能力と意欲を高めること、社会に対して自らが何かをなし得るのだ

という前提のもとで意思決定できる人間をつくることに目的があるという

（法教育研究会 2004：５）。そして、土井（2009：11）は、日本の「法教育の

在り方を考える上では、なによりもまず、『法の法』すなわち国の最高法規た

る憲法の考え方を前提にする必要」があり、その「憲法が前提とする『自由

で公正な民主社会』を形成し、その維持・発展を図るために必要な法的見方・

考え方の基礎を子どもたちに学習させること」が法教育の目的だという。以

（13） 　駒井（2003：31 － 34）は、日本社会において、「外国人と日本人とが接触を避けて
没交渉を保持しようとする『住みわけ』」と、「外国人たちが日本社会のなかでその存
在を隠蔽してしまう『潜在化』」という二つの現象が生じていると指摘する。
　これらは、学校教育現場でも起きているといえよう。そして、「外国にルーツを持つ
生徒」が「周辺的な存在」としてそのイメージが固定化されてしまうと、「日本人生徒
との住みわけ」と「学校での潜在化」はさらに加速されるであろう。
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上の法教育の目的から考えると、法教育を進めるにあたって、民主主義の在

り方を取り上げることは、必要不可欠であろう。

　上野（2016：199 － 200）は、「民主主義は選挙や国会の中だけにあるので

はない。ものごとを取り決める過程のすべてに、民主主義という道具は関係

する。それならその道具に習熟するには、子どものときから、家庭や学校や

地域のすべての場所で、民主主義を学んで身につける必要がある」し、「日々

の暮らしのなかで、民主主義を使わなければ、民主主義は学べない。家庭の

なかで、学校のなかで、地域のなかで、話し合いをすること、異見を言うこと、

異見に耳を傾けること、少数意見を排除しないこと、話し合いの前と後とで、

自分と相手の意見が変わること……そういうテマヒマのかかるめんどくさい

過程を経て、関わるひとたち全員が納得できる意思決定が行われる経験を積

み重ねなければ、民主主義は身につかない」という。したがって、子どもた

ちが、すべての場所で民主主義という道具を使うことができるよう一人ひと

りの発言権を奪わない・奪わせない雰囲気を作っていくことが大切であろう。

　なお、具体的には、「多数決は万能か」（14）から「憲法における国民とは」「シ

ティズンシップとは何か」まで様々なテーマが考えられる。しかし、「多様

（性）」の観点から法教育を考える際に、どのようなアプローチで行うのか、

すなわちアプローチの仕方については、研究を重ねる必要がある。なぜなら、

アプローチの仕方によっては、排除（15）ないし反多文化（16）などを助長するよう

（14） 　福本・金沢法友会（2019）は、多数決を考える教材の作成とこれを用いた実践教育
の成果報告を公表している。

（15） 　塩原（2019：112）による次のような指摘がある。「マイノリティとは、自身のもつ
差異のために、共同体のフルメンバーだと事実上認められていない人々、つまりシティ
ズンシップを不完全にしか承認されていない人々である。ここで重要なのは、シティ
ズンシップを認められない（『市民ではない』とみなされる）ことが、単に法的な権利・
義務・構成員資格の問題に留まらないということである。『市民ではない』とみなされ
ることは、市民としての『徳』を持たないよそ者、つまり『不道徳な他者』だと見な
されがちになることでもある。」
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な場合が生じうるからである。

　二つ目は、ルールやきまりの理解から始める法教育である。星野（2009：

147）は、学校に入るということはルールの束の中に入ってゆくということで

あり、ルールなしに学校生活は考えられないことから、法教育を「ルールの

理解から始めることがいいのではないか」と提案している。そして、大村

（2008）は、『としょかんライオン』という絵本から「きまりがあるのは……

何のため？」「きまりがあれば……何でも解決？」などの問いかけを通して、

「私法教育一般」について述べている。

　筆者は、上記の大村（2008）の教授法を用いて、外国人留学生を対象とす

る法教育の実践を試みた。これは大学の授業の一環として行われたため、法

律教育などのアカデミック要素が強いともいえよう。しかし、本稿で提案す

る「外国にルーツを持つ子どもを対象とする法教育」においても注目に値す

る実践結果が見られた。以下では、『としょかんライオン』の物語の一部とそ

の実践内容を紹介する。

　ある日、図書館にライオンが入ってきた。私たちと異なるライオンにも図書館を利用さ
せるべきか否か。館長は、ライオンが図書館のきまりを守っているようであれば、そのま
まにしなさいという。

　この物語から、①共同体におけるルールやきまりの必要性について話し合

い、②そのルールやきまりを守るために（あるいは守らせるために）は、そ

もそも共同体にどのようなルールやきまりがあるのかについて共有する必要

があることを確認し、③最後にはライオンの立場と図書館にいる人々の立場

（16） 　Jun（2015：256）は、韓国における反多文化議論を取り上げて、それが最近他の国々
で急成長中の右翼の議論（たとえば、新ナチスと呼ばれることを拒否し、自らをドイ
ツとヨーロッパの未来を心配する「普通の市民」と称するドイツの反移民団体の
Pegidaとか、2000 年半ば以降に登場した日本の在日特権を許さない市民の会など）に
類似することを指摘した後、この各国の右翼らの議論が異なる歴史的・社会的な文脈
のなかで類似の narrativeを持つということに注目すべきであると述べている。
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から「自分と他者との関係」について議論を行った。授業実施後のアンケー

トでは、「『としょかんライオン』の物語をとおして自分は自国に来ている外

国人に対してどのように向き合ってきたか、そしてこれからどのように向き

合うべきかについて考えた」との意見があり、法教育のねらいともいえる、「自

分と他者との関係」を考える契機を生み出したといえよう（金・佐藤 2020）。

　これを小・中・高校の教育現場で用いる場合は、「学校のルールやきまりに

はどのようなものがあるのか」「そのルールやきまりは何があっても守るべき

なのか（原則と例外の関係）」「なぜルールやきまりは存在するのか」「だれが

ルールやきまりを決めるのか」などのより具体的な問いで話し合うことが必

要であり、その意味で Teachingから Coachingへの指導法の転換が求められて

いるといえよう。

　第三に、法教育はいつ・どこで行うのか。上記で上野（2016：199 － 200）

が「テマヒマのかかるめんどくさい過程」を経ることによって民主主義を身

につけることができると述べたように、法教育もまた同じ過程が必要である

と考えられる。「子どものときから、家庭や学校や地域のすべての場所で」法

教育が行われなければ、子どもの法的リテラシーは育たない。その意味で、

関わる大人の法的リテラシーが問われているといえよう。

　第四に、法教育をどのように行うのか。第三で述べたように、法教育が、

子どものときから、すべての場所で、テマヒマのかかるめんどくさい過程を

経て身につけることであるとしたら、その方法もまた様々であるといえよう。

その方法の一つとして、芸術を用いる法教育について取り上げる。われわれ

は、言葉が通じなくても、その文化がわからなくても、そして時代が異なっ

たとしても、絵や音楽などの芸術を楽しむことができる。すなわち、自分の

文化背景にこれらの作品を当てはめるのではなく、言葉を超えて、文化を超

えて、時代を超えて、ありのままの作品を楽しみ、そこから感銘を受けるこ

とがしばしばある。Lee（2019：324）は、芸術活動を通したドイツ移住民の

文化的統合の事例を紹介し、「文化芸術機関、学校、教師、学生、芸術家、芸
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術教育家などの協業が相互文化・文化教育において重要かつ効果的な要素で

ある」ことを強調した上で、「短期的・単発的に企画されたイベントではなく、

多様なプログラムで長期的に持続しなければ、統合という目的は達成できな

い」とした。

４　おわりに
　

　2009 年から始まった裁判員制度、2016 年の選挙権年齢の引下げ及び 2022

年４月から実施される成年年齢の引下げ等に伴い、法教育の重要性・必要性

は、ますます高まっている。このような内的要因から、「在留外国人数の増加」

という外的要因に視野を転じて法教育を考えると、「多様（性）」というキー

ワードが浮かび上がる。すなわち、これからの法教育を進めるにあたっては、

「多様な考え方や生き方」「多様な文化背景」「多様な人種」「多様な言葉」「多

様な宗教」などの「多様（性）」に結びつけながら、アプローチしていくこと

が求められる。そこで、本稿では、これまでの法教育ではほとんど取り上げ

られていなかった「外国にルーツを持つ子ども」に焦点を当てて、多様（性）

の観点から検討を行った。

　以下では、これらの検討から見えてきた、課題をまとめる。

　第一に、すべての子どもが義務教育を受けられるような体制を整えること

が急務である。前述したように、法教育は「子どものときから、家庭や学校

や地域のすべての場所で」行われることが求められているが、そのなかでも

最も高い教育効果が期待できるのは学校であろう。したがって、法教育を進

めるにあたって、すべての子どもが義務教育を受けられる体制を構築するこ

とは、大前提となろう。

　第二に、指導する側に対する法教育の支援である。法教育が主に小・中・

高生を中心に行われていること、法教育の効果が最も期待できるのが学校教

育であることなどを鑑みると、法教育の担い手としての教員の役割は、重要
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である。そもそも、教員のほとんどが非法律専門家であることから考えると、

法律専門家等による支援・連携は、必要不可欠である（17）。

　第三に、法教育は、幅広い分野の研究が連携することによって、達成される。

上記で Lee（2019）が言及したように、様々なアクターの協業があってこそ

多様性は尊重される。これまでの法教育は、主に教育学や法学を中心に研究

が行われてきたが、「多様（性）」の観点から法教育を考えると、より多くの

分野の研究の協業ないし連携が求められる（18）。
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